
 

2.2.4 諸外国における低周波音に係る推奨値・ガイドライン等の整理 

本項は、我が国において、風力発電施設から発生する騒音および低周波音に関する苦情が

発生している現状に鑑み、今後の対応等に資するために、諸外国における風力発電施設から

発生する騒音および低周波音に係る推奨値・ガイドラインおよび当該施設の設置条件（主にセ

ットバック）等の状況について、国際会議等から収集された情報を中心に取りまとめたものであ

る。 

本項で対象とした国際会議は、 

・3rd International Conference on Wind Turbine Noise (WTN 2009) 

・38th International Congress and Exposition on Noise Control Engineering 

(INTER-NOISE 2009) 

・Euronoise 2009 

であり、その他、関連する情報をインターネットによって検索し収集した。 

 

(1) 騒音限度値 

・オレゴン州（米国） 

2004 年にそれまでの州の騒音規制が見直され、特に風力発電施設から発生する音が取り扱

われるようになった [1,2]。それは 2 つの基準から構成され、それぞれ Table 8 test と Ambient 

degradation test と呼ばれている。風力発電施設は産業/商業に係る騒音源に分類され、騒音指

標として時間率騒音レベルを用い、昼間と夜間に対する最大許容レベルが定められている。 

それによれば、風力発電施設から発生する音は、住居において夜間に LA50値で 50dB を超え

てはいけない（Table 8 test）。また、風力発電施設から発生する音によって既存の LA10あるいは

LA50の値が 10dB 以上増加してはいけないとしている（Ambient degradation test）。 

 

表 2.2.4.1 新しい産業/商業施設からの騒音の最大許容レベル 

騒音指標 昼間（7:00-22:00） 夜間（22:00-7:00） 

LA50 55dB 50dB 

LA10 60dB 55dB 

LA1 75dB 60dB 

 

・ミネソタ州（米国） 

同州内には騒音に係る基準“Minnesota Rule 7030 Noise Pollution”があり、居住系地域に対す

る限度値は夜間に LA50値で 50dB と定められ、LA10値による規制も行われている [3]。詳細は下

表の通りであり、地域分類の 2 と 3 はそれぞれ商工業系地域と工業系地域に対応する。 

この基準の中にセットバックは含まれないが、同州内にある幾つかの郡について風力発電施

設に係る条例を調査した結果、商用風力発電施設に対する居住地域からのセットバックが設定

されている。例えば Murray 郡の条例では、100kW を越える当該施設に対して 1000 フィート（約

300m）あるいは Minnesota Rule 7030 に適合するために必要な距離のどちらか大きい方と定めら

れている[4]。 

 



 

表 2.2.4.2 ミネソタ州における騒音基準 

地域分類 
昼間（7:00-22:00） 夜間（22:00-7:00） 

LA10 (dB) LA50 (dB) LA10 (dB) LA50 (dB) 

1 65 60 55 50 

2 70 65 60 55 

3 80 75 80 75 

 

・インド 

騒音源を特定せず、受音点における等価騒音レベル（LAeq）によって騒音が規制されている

[5,6]。居住地域については、昼間（6:00-22:00）で 55dB、夜間（22:00-6:00）で 45dB が限度値と

して設定されている。 

 

・チェコ共和国 

風力発電施設から発生する音は産業/工場騒音の一種として取り扱われている。騒音指標と

して LAeqが採用され、その限度値は昼間に LAeq,8h値で 50dB、夜間に LAeq,1h値が 40dB に設定さ

れている[7]。 

 

(2) ガイドライン等 

・オーストラリア内の州 

オーストラリア国内のビクトリア州を除く全州は、南オーストラリア EPA による“Wind Farms 

Environmental Noise Guideline”（2009 年6 月）を風力発電施設から発生する音に関するガイドラ

インとして適用している[8]。 

風力発電施設から発生する音に対して、すべての稼働風速範囲において、予測される等価

騒音レベル LAeq,10minの値が郊外地域では 35dB、それ以外では 40dB、あるいは LA90,10minによる暗

騒音レベルに5dB加えた値のいずれか大きい方を超えてはいけないとしている。なお、セットバ

ックに関する記載はない。暗騒音レベルは、連続する 10 分間の測定値を風速値とともに最低

2000 データ取得し、それらを 3 次多項式で回帰して、風速との関係から求めるとしている。受音

点は屋外で地上高さ 1.2～1.5m に設け、風速は風力発電施設のハブ高さで実測するか、別の

高さで実測し計算によってハブ高さの風速を算出してもよいとしている。もし風力発電施設から

発生する音に純音成分が含まれる場合は 5dB の補正が必要である。 

その一方、ビクトリア州のみがニュージーランドの現行の基準である“NZS 6808:1998 

Acoustics - The assessment and measurement of sound from wind turbine generators”を適用して

いる[9]。これには、風力発電施設から発生する音の住居等における許容限度に関するガイドラ

インが示され、風力発電施設から発生する音によって、施設導入前の暗騒音レベル（LA95 を適

用）に 5dB 加えた値あるいは 40dB のどちらか大きい方を超えてはいけないとしている。 

 

・オーストラリア 

上記する州レベルとは別に、オーストラリアの連邦政府は、2007 年 3 月に風力発電施設から

発生する音に関する基準（草案）を公表したが、この草案は現時点で発効してない[10]。 



 

その内容は、特定の基準値を示さず、その評価方法を紹介しそれを推奨するものであり、基

準値の設定等は個々の州政府の担当部局に委ねていることが特徴となっている。風力発電施

設からの発生音の評価方法自体は、この他のガイドラインや基準等に非常に類似し、ある風速

条件に対して基準値と暗騒音レベルに特定の許容値を加えた値のいずれか大きい方を超えて

はいけない、という併用型である。なお、セットバックに関する記載はない。 

 

・ニュージーランド 

風力発電施設から発生する音に関するニュージーランドにおける基準については、2009 年 2

月に改定に向けた草案が公表された[11]。 

それによれば、風力発電施設から発生する音に関する評価指標として、現行の LA95 から LA90

に変更され、基準値としてLA90値で40dBあるいは暗騒音レベルに 5dB加えた値のどちらか大き

い方を超えてはいけないとしている。特に夕方から夜（22:00-7:00）にかけて静寂な地域（暗騒

音レベルが25dBよりも小さい地域）に対しては、35dBあるいは暗騒音レベルに 5dB加えた値の

どちらか大きい方を超えてはいけないという別の基準も設けている。以上を整理すると、下表の

通りである。 

 

表 2.2.4.3 風力発電施設から発生する音に対する基準 

暗騒音レベル（dB） 基準値（dB） 基準値（dB）* 

> 35 暗騒音レベル+5 
暗騒音レベル+5 

30 - 35 
40 

< 30 35 
* 静寂な地域に適用 

 

・オンタリオ州（カナダ） 

2008 年 10 月にオンタリオ州環境省は、“Noise Guidelines for Wind Farms ‒Interpretation for 

Applying MOE NPC Publications to Wind Power Generation Facilities”[12]を公表した後、2009 年

9 月に“Development of Noise Setbacks for Wind Farms ‒Requirements for Compliance with MOE 

Noise Limits”を公表した[13]。そこで、健康と環境を保護しながら風力発電施設の開発計画や見

直しを容易にするような騒音に対するセットバックの確立が必要であると指摘している。 

この中で、セットバックを決めるための技術的な方法が提案され，同州内で典型的と考えられ

る風力発電施設の開発計画に対して適用されるセットバックの値が示された。具体的には、 (1)

開発計画の中に含まれるユニット当たりの風車数を 5, 10, 25 機と限定、(2) そのユニットの施設

内レイアウトを単純化、(3)風車ユニットが出力の 95%で稼働すると想定した場合の音響パワーレ

ベルを 102dB, 104dB, 105dB, 107dB の 4 種類に設定、(4)受音点高さを 4.5m（2 階層に相当）に

設定、(5)風速や施設の稼働状況に関係なく基準値を 40dB（LAeq,1h 値）に設定、(6)この値を満足

する施設内の風車ユニットと受音点の距離を ISO9613-2[14]によって算出する。ここで、変電設

備等から発生する騒音は考慮されない。 

なおこの基準値は、上記した“Noise Guidelines for Wind Farms”の中で高さ10mにおける風速

が 6m/s の場合に相当し、最も厳しい条件を採用して両者を整合させたことになる。 



 

以上の結果、風車数とその音響パワーレベルから受音点までの最低セットバックがマトリックス

で示され、その値は 550m から 1500m となっている。詳細は下表の通りである。 

 

表 2.2.4.4 陸上型風力発電プロジェクトに対して提案されたセットバック 

風車数* 
最短の風車ユニットまでの最低セットバック（m） 

107dB** 105dB** 104dB** 102dB** 

25 1500 1250 850 750 

10 1200 1000 700 650 

5 950 850 600 550 
* 受音点からの半径がそれぞれ 3km、2km、1km 内の風車数（25 台、10 台、5 台）を参照。 
** 定格出力の 95%で稼働する風車に対する A 特性音響パワーレベル値（基準値は 1pW）。 

 

・ノルウェー 

風力発電施設の計画段階における騒音管理のための国レベルの新しいガイドラインが 2005

年に施行された[15]。その中には、風力発電施設を含む大部分の環境騒音源に対して、住居等

の屋外における推奨値が示されている。騒音指標としては大部分で Lden が採用され、それぞれ

の推奨値は、国際的に見て、一般の人々の約20-25%がアノイアンスを訴える程度のレベルに設

定されている。 

ここで、風力発電施設から発生する音に関連して、受音点が地形等によって風に影響される

場所とされない場所で異なった推奨値が示されている。例えば、風の影響を受けない受音点（1

年のうちの 30%よりも長い期間がシェルターされた状態になる受音点）では、風雑音によるマスキ

ングが期待できないため、推奨値は 45dB、風の影響を受ける受音点では 50dB となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.2.4.1 風による影響を受けない（シェルター状態の）受音点のイメージ（文献[15]より抜粋） 
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